
令和８年度〜令和11年度

島田市立学校の教職員を対象とした

「業務量管理・健康確保措置実施計画」の策定

について

島田市教育委員会
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資料４－１



給特法に基づく義務

給特法第８条に基づき、策定が義務付けられています。

令和７年の法改正により、働き方改革の更なる推進が求

められています。

法的根拠と報告義務

２



３

改正給特法の施行に伴う
関係政令の整備に関する
政令の制定等について
（通知）（文部科学省）



継続的な報告体制

本計画を定め、毎年度の状況を「総合教育会議」に

おいて報告し、透明性の高い運用を継続します。

法的根拠と報告義務

４



喫緊の課題への対応

教職員の業務の複雑化・多様化が進行

教育の質の維持・向上と負担適正化の両立

心身ともに健康で、専門性を発揮できる環境の構築

計画策定の背景と目的
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島田市教職員の時間外在校等時間の現状（R6年度）

◆ 上限（45時間）超過の割合：小学校36.5％、中学校50％
◆ 教頭、主幹教諭・教務主任は上限を大幅に超過

◆ 保護者対応や行事の準備、部活動指導等の業務への負担感 ６



文部科学省が示す「学校と教師の業務の3分類」

● ICT機器・ネットワーク設備の保守管理

●休日の部活動の地域展開

７

「教師を取り巻く環境整備特別部会
（第３回）」資料 （文部科学省）



島田市が進める「学校と教師の業務の3分類」に基づく適正化

◆学校以外が担うべき業務

地域・保護者・行政への協力依頼・移管

●登下校見守りの地域協力

６

●夜間の地域の見回り

●補導等をされた児童生徒の引取
８



島田市が進める「学校と教師の業務の3分類」に基づく適正化

◆教師以外が積極的に参画すべき業務

地域・保護者・行政への協力依頼・移管
外部への委託

●体育館等の地域開放の業務解消
（電子化、スマートロック）

● ICT機器・ネットワーク設備の保守管理

●休日の部活動の地域展開

９



◆教師の業務だが負担軽減を促進すべき業務

専門職との連携やデジタル技術の活用

●教材のデジタル化や生成AI活用

●医療や福祉、警察等の関係機関との連携

●スクールカウンセラー、スクールソーシャル
ワーカー、心理士等との連携・協働

10

島田市が進める「学校と教師の業務の3分類」に基づく適正化



1年間における1か月時間外
在校等時間の平均 30時間程度

1か月時間外在校等時間が
45時間以下の教職員の割合

16日年次有給休暇の年間平均取得日数

令和11年度までの島田市が目指す達成目標

100%
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本計画の着実な実行により、

教職員のウェルビーイングと

子供たちへの教育の質の向上の

両立をめざします

島田市教育委員会
12
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